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関  係  各  位 

 

宮城県民会館長 

                              （公印省略） 

 

 

東京エレクトロンホール宮城を御利用いただけない期間等について 

（お知らせ） 

 

東京エレクトロンホール宮城の御利用につきましては，日ごろ格別のお引き

立てをいただき厚く御礼申し上げます。 

さて，このたび，宮城県知事から当会館における大ホール等を下記の期間に

県の事業で使用する旨の通知がありました。 

つきましては，下記のとおり使用ができなくなる施設がありますので，御理

解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

当会館を日ごろ御利用いただいております皆様には，多大な御不便をおかけ

することになりますが，事情を御賢察の上，今後ともなお一層の御協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 使用できない期間    平成２５年４月 １日（月）から 

              平成２５年８月３１日（土）まで 

 

２ 使用できない施設    大ホール，楽屋，浴室， 

４０２リハーサル室，Ｂ０１和室 

               

 


